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令和２年第２１回公安委員会会議録

自午後１時３０分

日 時 ９月３日（木曜日） 場 所 公安委員会室

至午後３時５０分

公安委員 小野委員長 下山委員 原委員 山本委員 高木委員

会 議

本部長 警務部長 生活安全部長 刑事部長

出席者 警察職員

交通部長 警備部長 情報通信部長

第１ 聴聞等についての決裁

運転免許課長から、聴聞９件、意見の聴取２９件について説明があり、決裁が行

われた。

第２ 定例会議

１ 令和２年上半期のサイバー犯罪の情勢について

(1) サイバー犯罪検挙状況

ア 過去５年の推移と前年同期比

イ 検挙事例

○ ｄアカウントに係る詐欺事件

○ ゲームソフトに係る不正競争防止法違反事件
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(2) サイバー関係相談の受理状況

(3) 今後の取組

ア 効果的な取締りと広報啓発活動の推進

イ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮したサイバーエリートの育成

【委員からの質問等】

委員から「サイバー犯罪はシステム的に日進月歩で進んでいるので、対応する

警察側の人材育成を進め、対応能力を上げていただきたい。また、事業者等へサ

イバー犯罪の注意点について啓発活動を進めていただきたい。さらに、一般家庭

などに向けて発生が想定されるサイバー犯罪の内容について周知を図っていただ

きたい」旨の発言があり、警察側からはそれらに加えて「まずは犯人を検挙する

こと。そして、犯罪に使用された口座を凍結することなどについても力を入れて

いきたい」旨の説明があった。

２ 令和２年秋の全国交通安全運動の実施について

(1) 目的

本運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守

と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環

境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ること

を目的とする。

(2) 期間

令和２年９月２１日（月）から同年９月３０日（水）までの１０日間

(3) 主唱

熊本県交通安全推進連盟

(4) 運動の重点
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ア 子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保

イ 高齢運転者等の安全運転の励行

ウ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

(5) 主要行事

ア 交通事故死ゼロを目指す日

令和２年９月３０日（水）

イ 各所属における主な行事

(ｱ) 体験型交通安全教室（９月２３日（水）天草署）

(ｲ) 通学路見守り活動（９月２３日（水）人吉署）

【委員からの質問等】

委員から「高齢運転者の安全運転の励行の中において、高齢者の安全に配意し

つつもスムーズな交通の運行についても考えていただきたい」旨の発言があり、

警察側から「地域の交通の実態や変化に応じて、適正な交通規制の見直しを図る

など、柔軟に対応していきたい」旨の説明があった。

第３ 報告・決裁等

１ 道路交通法第９９条第１項に基づく自動車教習所に対する大型特殊自動車免許

に係る指定自動車教習所としての指定についての決裁

運転免許課長から説明があり、決裁が行われた。

２ 行政処分に係る聴聞の実施についての決裁

生活環境課長から説明があり、決裁が行われた。

３ 苦情（R2№9）処理結果の報告、決裁

広報県民課次席から説明があり、決裁が行われた。

４ 令和２年第２０回公安委員会会議録の決裁

公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

５ 公安委員会が管理する行政文書の保存期間延長についての決裁

公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。


